
Welcome to Tochigi首都圏イベント業務委託公募型プロポーザル募集要領 

 

１ 業務の概要 

（1） 業務名 

 Welcome to Tochigi首都圏イベント業務 

 

（2） 業務目的 

  本県観光需要の回復を目的に庁内各課、市町、県内観光事業者、東武鉄道と連携しながら、

とちぎに泊まろうキャンペーンの一環として大規模な観光誘客イベントを首都圏で開催し、

秋・冬の県内観光地の魅力と首都圏からのアクセスの良さをPRすることで、本県への観光誘客

を促進する。 

  なお、本事業は、本県が行う観光プロモーションの効果をより高めるため、PRステージや出

展ブースで栃木県の「本物の出会い」を体験してもらい、来場者によるハッシュタグ投稿、ツ

イッターのリツイート等のSNSを活用した情報発信を促し、デジタルとリアルの融合による相

乗効果により、宣伝効果の最大化を図る。 

（3） 業務内容 

   別添「Welcome to Tochigi首都圏イベント」業務委託仕様書のとおり 

（4） 契約金額の上限 

   19,834,000円（消費税額及び地方消費税額を含む。）を上限とする。 

（5） 委託期間 

   契約締結の日から令和２(2020)年 11月 30日（月）まで 

（6） 担当部局及び書類提出先等 

書類の提出先、質疑先及び受付期間は次のとおりとする。 

所属：「本物の出会い 栃木」観光プロモーション協議会事務局 

（栃木県産業労働観光部観光交流課観光プロモーション班） 担当：大野 

住所：〒320‐8501 栃木県宇都宮市塙田１丁目１番 20 号 

電話：028－623－3305／FAX：028－623－3306 

E-mail：kanko@pref.tochigi.lg.jp 

受付時間：土日・を除く午前９時から午後５時まで（正午から午後１時を除く。） 

 

２ プロポーザルに参加するために必要な資格 

  次に掲げる要件をすべて満たす者であること。 

（1） 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４ に規定する者に該当しない者であ

ること。 

（2） 競争入札参加者資格等（平成８年栃木県告示第 105号）に基づき、入札参加資格を有する者であ

ること。 

（3） 募集要領等の公表の日から企画提案書の受付期間までに栃木県競争入札参加資格者指名停止等措

置要領（平成 22年３月 12日付け会計第 129号）に基づく指名停止又は指名保留期間中でない者で

あること。 

（4） 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づく更生手続開始の申立て及び民事再生法（平成 11

年法律第 225号）に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であること。 

（5） 栃木県暴力団排除条例（平成 22年栃木県条例第 30号）第２条第１号又は同条第４号の規定に該

当する者でないこと。 

（6） 地方公共団体及び国が発注した類似業務に関し受注実績があり、確実に履行できる者であること。 

（7）東武鉄道株式会社及び東武グループと連携し、円滑な業務の遂行ができる者であること。 

 

３ 公募型プロポーザルの手続 

（1） 予定される実施スケジュール 

  ア 募集要領等の公表         令和２(2020)年７月３日(金) 



  イ 実施内容等に関する質問受付期限  令和２(2020)年７月７日(火)15時必着 

  ウ 質問に対する回答         令和２(2020)年７月９日(木) 

エ プロポーザル参加申込受付期限   令和２(2020)年７月 10日(金)15時必着 

  オ 企画提案書受付期限        令和２(2020)年７月 15日(水)15時必着 

  カ 審査結果の通知・公表       令和２(2020)年７月 17日（金） 

（2） 実施内容等に関する質問 

   プロポーザルに参加するに当たって質問事項がある場合は、簡易なものを除き、質問書（別紙様

式１）を観光交流課宛てに電子メールでファイル（ファイル形式は Microsoft Word 又は pdf とし

てください。）を添付して提出してください。 

（3） 質問に対する回答 

   質問に対する回答は、質問者に回答するとともに、競争上の地位その他正当な利害を害するおそ 

れのあるものを除き、栃木県公式ホームページ上で公開します。 

（4） 参加表明書の提出 

   本プロポーザルへ参加を希望する者は、参加申込書（別紙様式２－１）参加資格確認書（別記様 

式２－２）及び業務実績表(別紙様式２－３)を郵送、持参又は電子メールに添付して提出してくだ 

さい。 

   なお、郵送又は電子メールでの提出の場合は、到着確認の電話連絡を行ってください。 

（5） 企画提案書の提出 

   ア 企画提案書類 

    (ｱ) 書類の様式  

Ａ４版横（カラー印刷） 

    (ｲ) 内容  

企画提案書は次の内容を含むものとします。なお副本は無記名（会社名）とし、社名が類

推できないように作成してください。 

     a   企画提案書 

（a） 業務内容に関する提案 

・イベントの集客や物産等の販売促進並びに来場者が楽しめるイベントの提案（テー

マ、名称、ブース出展の方向性、ステージイベント、スタンプラリーなど） 

・効果的、効率的な会場配置と会場装飾 

・イベントの集客やイベント後の本県への誘客につながる効果的な広報 

・その他、事業の企画、立案に関する考え方 

（b） 実施体制 

・人員の配置や体制の考え方、スケジュール 

（c） 同種業務の実績 

        ・東京スカイツリータウン（スカイアリーナ）において、同種業務の実績 

イ 提出部数 

    (ｱ) 企画提案書 ７部（正本１部、副本６部） 

    (ｲ) 費用見積書 ７部（正本１部、副本６部） 

   ウ 提出期限 令和２（2020）年７月 15日（水）15時必着とします。 

   エ 提出方法 持参又は郵送により提出してください。（電子メールは不可）。 

   オ 注意事項 

     必要に応じて、追加資料の提出を求める場合があります。 

     カ 返却等 

         提出書類は、理由を問わず返却しません。 

     キ 費用負担 

         企画提案書の作成、提出等に要する一切の経費は、すべて参加者の負担とします。 

     ク その他 

       (ｱ) 参加者は企画提案書の提出をもって、募集要領等の記載内容に同意したものとみなします。 

       (ｲ) 企画提案書の提出後に辞退する場合は、７月 15 日(水)15 時までに、辞退届（様式自由）

を郵送、持参又は電子メールにより申し出てください。 



 

４ 審査・選定方法 

（1） 審査方法 

審査は、参加申込書が応募要件に該当する旨を確認した後、県が別に定める委員により組織され 

た審査会により行います。 

  書面審査 

審査項目（別表）に基づき、書面により内容の審査を行い、競争性・透明性の確保に十分配慮し 

ながら、企画提案の内容等を評価・採点し、選考委員会により総合的に判断し、契約候補者を選定

します。ただし、審査の内容如何によっては、いずれも採用しないことがあります。 

また、参加者が１者の場合、算出された結果を参考とし、協議により総合的に評価を行った結果、 

評価の高い提案を行ったと判断すれば、委託の相手方として選定することができることとします。 

      選考委員会は非公開とし、審査内容に係る質問や異議は一切受け付けません。 

（2） 審査結果の通知 

      審査の結果については、選定後速やかに応募者に通知します。 

   なお、審査結果に対する異議申し立ては受け付けません。 

 

５ 契約の相手方の決定方法 

提出された企画提案書の内容を審査する審査会を開催します。審査会では、あらかじめ定められ

た審査基準に基づき、公正な審査を行い、随意契約の相手方となる候補者を選定します。 

委託業務の実施に際して、企画提案書の内容をそのまま実施することを約束するものではありませ 

ん。選定後には、候補者と企画提案書の内容をもとにして、業務の履行に必要な具体的条件などの

協議や調整を行い、随意契約の手続きに進むこととします。 

 

６ 業務の適正な実施に関する事項 

（1） 業務の一括再委託の禁止 

      受託者は、受託者が行う業務を一括して第三者に委託し、又は請け負わせることができません。 

ただし、業務を効率的に行う上で必要と思われる業務については、県と協議のうえ、業務の一部を 

委託することができます。 

（2） 個人情報の保護 

      受託者が当該業務を行うに当たって個人情報を取り扱う場合には、栃木県個人情報保護条例（平 

成 13 年栃木県条例第３号）、栃木県個人情報保護条例施行規則（平成 13 年栃木県規則第 66号） 

に準じて、その取扱に十分留意し、漏えい、滅失及びき損の防止その他個人情報の保護に努めてく 

ださい。 

（3） 守秘義務 

      受託者は、委託業務の処理に際して知り得た秘密を他に漏らさないこと。委託業務が完了し契約 

が解除された後においても同様とします。 

 

７ 業務の継続が困難となった場合の措置 

    県と受託者との契約期間中において、受託者による業務の継続が困難となった場合の措置は、次の

とおりとします。 

（1） 受託者の責めに帰すべき事由による場合 

      受託者の責めに帰すべき事由により業務の継続が困難となった場合には、県は契約の全部又は一 

部を解除することができ、委託料の全部又は一部を返還させることができるものとします。 

      この場合、県に損害を与えたときは、その損害に相当する額を、受託者が賠償するものとします。 

 

（2） その他の事由による場合 

      天災その他、県及び受託者双方の責めによらない事由により業務の全部または一部の継続が困難 

となった場合、県の承認を得て、当該部分の義務を免れるものとし、県は当該部分についての委託 

料の支払を免れるものとします。 

 



 

８ 支払条件 

業務委託料の支払いについては、業務完了確認後の精算払とします。 

 

９ 失格事項 

以下の事項に該当する場合は、失格となることがあります。 

（1） 提出された書類の記載内容が業務委託仕様書等に示す条件に適合しない場合 

（2） 提出された書類に虚偽の内容が記載されていた場合 

 

10 その他 

（1） 書類等の作成に用いる言語、通貨及び単位は、日本語、日本国通貨、日本標準時及び計量法に定

める単位に限ります。 

（2） 契約の相手方として決定するまでは、参加を辞退することができます。 

（3） 提出する書類の作成等、本プロポーザルの参加に要する費用は、参加者の負担とします。 

（4） 提出された書類は、提出後、内容の追加及び修正等は認められません。 

（5） 提出された書類は、返還しません。 

（6） 提出された書類は、県庁内及び評価委員会で使用する場合、複写することがあります。 

（7） 提出書類及び選考の経過は非公開とします。 

 

 


